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｢霧島市田口・大窪地区メガソーラー発電所事業に係る環境影響評価方法書」
に対する環境の保全の見地からの知事意見

１ 総括事項
 環境影響評価を実施するに当たっては，関係法令等を遵守するほか，鹿児島県環
境基本計画及び霧島市の環境基本計画等に記載のある環境に配慮すべき事項につい
ても十分勘案するとともに，地域住民等の意見に十分配慮すること。

 本事業計画の検討に当たり，今後適切な方法により調査，予測及び評価を行い，
その結果を踏まえて太陽電池発電設備及び附帯設備（以下「太陽電池発電設備等」
という。）の構造・配置又は位置・規模（以下「配置等」という。）を検討し，環境
への影響の回避又は低減に努めること。
また，配置等を決定するに当たり，環境の保全の見地から検討した経緯及び内容

については，準備書以降の図書に適切に記載すること。

 環境保全措置の検討に当たっては，複数案の比較を行い，環境影響の回避・低減
を優先的に検討し，代償措置を優先的に検討することがないようにすること。
また，環境への影響の回避又は十分な低減ができない場合は，太陽電池発電設備

の設置個数の削減のほか，事業計画の見直しを含めて検討すること。

 環境影響評価を実施するに当たっては，重要な動物の生息や植物の生育が確認さ
れるなど新たな事実が判明した場合には，速やかに県及び霧島市に報告し，協議を
行うとともに，必要に応じて専門家などの意見を聴取し，選定項目などの見直し又
は追加を検討の上，適切に調査，予測及び評価を行うこと。

 太陽電池発電設備等の配置等に係る具体的な事業計画が記載されていないところ
であるが，準備書においては，これらを明確に記載するとともに，適切な調査，予
測及び評価を行い，実施する環境保全措置と併せて記載すること。
なお，調査を行うに当たっては，適切な調査地点・期間を設定するとともに，そ

の理由を準備書に記載すること。

 準備書の作成に当たっては，事後調査（建設工事及び供用後の環境の状況を把握
するための調査）の要否について検討するとともに，事後調査結果において，予測
範囲を超える影響が確認された場合は，その対処方法を検討すること。

 環境影響評価の項目や手法については，鹿児島県環境影響評価技術指針（平成12
年鹿児島県告示第466号）に基づき選定されているが，本事業は令和２年４月１日
から環境影響評価法の対象事業となっていることから，発電所の設置又は変更の工
事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査，
予測及び評価の手法に関する指針，環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査，
予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全の
ための措置に関する指針等を定める省令（平成10年通商産業省令第54号）に掲げる
参考項目や参考手法を確認の上，不足している項目や手法を追加した上で，適切に
調査，予測及び評価を行うこと。

２ 個別事項
 大気環境に対する影響
ア 対象事業実施区域の周辺には，複数の住居等が存在しており，工事中及び供用
時における大気環境への重大な影響が懸念されることから，工事用資材等の搬出
入及び建設機械の稼働による大気質（窒素酸化物，粉じん等）への影響・騒音・
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振動，太陽電池発電所の稼働による騒音について，適切に調査，予測及び評価を
行うとともに，環境保全措置を検討し，大気環境への影響を回避又は低減するこ
と。
なお，霧島市や地域住民等の意見を踏まえ，風による粉じんの発生についても

最新の知見等に基づいて追加を検討の上，その結果を準備書に具体的に記載する
こと。

イ 大気環境への影響については，建設工事等で使用する建設機械の種類及び数量
や，資材及び機械の運搬等に用いる車両の種類，台数及び通行経路について，そ
の内容を準備書に具体的に記載し，予測及び評価に適切に反映させること。

ウ 太陽電池発電所の稼働に係る騒音の調査，予測及び評価を行うに当たっては，
過去の被害事例等も調査し，太陽電池発電設備等の配置等，稼働制限等の措置を
含め，太陽電池発電所の稼働後に当該影響が確認された場合の対策についても十
分に検討を加え，それらの結果を準備書に具体的に記載すること。

エ 調査地点の選定に当たっては「発電所に係る環境影響評価の手引」（令和２年
経済産業省）の参考手法によって行い，また，霧島市の意見を踏まえて追加を検
討の上，調査地点ごとの選定理由を準備書に具体的に記載すること。調査期間等
についても同様とし，これによらない場合は理由を準備書に明記すること。

 水環境に対する影響
ア 対象事業実施区域の周辺には，農業用水の取水河川及び内水面漁業権が設定さ
れた河川を含む複数の河川や農業用水路が存在している。
本事業の実施により，土砂・濁水の流出に伴う水環境への影響が懸念されるこ

とから，地形条件等を考慮した上で，工事の影響を適切に把握できる地点を調査
地点に設定するとともに，工事中の水環境のモニタリングの実施及び土砂・濁水
の流出を最小限に抑えるための環境保全措置の検討を実施し，水環境への影響を
回避又は低減すること。
また，沈砂池などの環境保全措置については，その規模，算定根拠及び維持管

理の方法を準備書に記載すること。

イ 本事業の実施に伴う土地の改変により雨水排水量の増加が懸念されることか
ら，雨水排水量の増加による河川への影響についても，調査，予測及び評価を行
うこと。

ウ 事業の実施に伴う地下水，湧水及び温泉への影響について，地形・地質条件に
よっては，水循環系の境界が必ずしも地形的分水界に一致しない場合等があるこ
とから，調査地域から除いている事業実施区域の北側から東側の地域を調査対象
に含めるとともに，適切に調査，予測及び評価を行うこと。
なお，霧島市や地域住民等の意見を踏まえ，事業の実施に伴う保水力への影響

や架台に用いられる鋼材などの腐食による地下水や土壌への影響についても最新
の知見等に基づいて追加を検討の上，その結果を準備書に具体的に記載すること。

エ 事業の実施に伴う水道水源への影響については，関係水道事業者等と協議の上，
水道水源への影響を適切に把握できる地点を調査地点に含めるものとし，適切に
調査，予測及び評価を行うこと。

オ 調査地点の選定に当たっては「発電所に係る環境影響評価の手引」（令和２年
経済産業省）の参考手法によって行い，また，霧島市の意見を踏まえて追加を検
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討の上，調査地点ごとの選定理由を準備書に具体的に記載すること。調査期間等
についても同様とし，これによらない場合は理由を準備書に明記すること。

 土地の安定性に対する影響
対象事業実施区域及びその周辺には，砂防法（昭和30年法律第29号）に基づく砂

防指定地及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
（平成12年法律第57号）に基づく土砂災害特別警戒区域が存在しており，土地の改
変に慎重を要する区域である。
太陽光発電設備を斜面に設置する事業や斜面を造成する事業では，樹木の根や下

層植生等が有していた地盤の安定機能が失われ，斜面崩壊のおそれが想定されるこ
とから，ボーリング調査による地質構造の把握や過去の被害事例など，適切に調査，
予測及び評価を行い，土地の安定性に対する影響を回避すること。

 反射光に係る影響
対象事業実施区域の周辺には，複数の住居等が存在しており，供用時における反

射光に係る影響が懸念されることから，太陽電池発電設備等の配置等の検討に当た
っては，最新の知見等に基づき，適切に調査，予測及び評価を行い，反射光に係る
影響を回避又は低減すること。

 動物，植物，生態系に対する影響
ア 霧島市では，ヤマネ，ギンイチモンジセセリ，メダカなど希少な動物の生息が
確認されているほか，対象事業実施区域の周辺には内水面漁業権が設定された河
川が存在することから，太陽電池発電設備等の配置等の検討に当たっては，県，
霧島市及び専門家等の意見を踏まえ，適切に調査，予測及び評価を行い，必要に
応じて環境保全措置を講ずることにより，動物への影響を回避又は低減すること。
また，今後の詳細な調査で，対象事業実施区域内に絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第75号）及び鹿児島県希少野生動植
物の保護に関する条例（平成15年鹿児島県条例第11号）で指定されている種が確
認された場合，国及び県との協議を行うこと。

イ 太陽電池発電設備等の設置に伴う森林伐採及び伐採木をチップ化したものの敷
設により，哺乳類等の動物の行動，生息地の利用状況の変化や植生の変化等によ
る影響が考えられるため，適切に調査，予測及び評価を行い，これらによる生態
系への影響を回避又は低減すること。
また，法面等の緑化においては，生態系への影響を回避又は低減すること。
なお，霧島市や地域住民等の意見を踏まえ，反射光及び放射等に伴う熱の発生

による動物，植物，生態系への影響についても最新の知見等に基づいて追加を検
討の上，その結果を準備書に具体的に記載すること。

 景観に対する影響
ア 対象事業実施区域の周辺は，霧島錦江湾国立公園に指定されており，公園内に
は「霧島神話の里公園」など主要な眺望点が存在しており，眺望景観等への影響
が懸念される。
太陽光発電設備等の配置等の検討に当たっては，鹿児島県景観条例（平成19年

鹿児島県条例第62号）の基本理念を十分踏まえ，現地調査により主要な眺望点か
らの眺望の特性，利用状況等を把握した上で，フォトモンタージュ等を作成し，
垂直見込角，主要な眺望方向及び水平視野も考慮した予測及び評価を行い，その
結果を踏まえ，眺望景観等への影響を回避又は低減すること。
眺望景観等への影響の回避又は十分な低減ができない場合は，太陽電池発電設

備の設置個数の削減のほか，事業計画の見直しを含めて検討すること。
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イ 調査地点の選定に当たっては「発電所に係る環境影響評価の手引」（令和２年
経済産業省）の参考手法によって行い，また，国（霧島錦江湾国立公園の管理者），
県，霧島市，専門家，地域住民及びその他の利用者の意見を踏まえて追加を検討
の上，調査地点ごとの選定理由を準備書に具体的に記載すること。
なお，調査地点については，対象事業実施区域から３kmの範囲内に限定せずに

選定すること。

 人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響
対象事業実施区域の周辺には，「霧島神話の里公園」などの主要な人と自然との

触れ合いの活動の場が存在していることから，県，霧島市，専門家，地域住民及び
その他の利用者の意見を踏まえ，適切に調査，予測及び評価を行い，人と自然との
触れ合いの活動の場への影響を回避又は低減すること。

 廃棄物等に係る影響
ア 建設工事においては，廃棄物の発生を抑制するとともに，発生した廃棄物は適
正に処理すること。また，廃棄物の種類，発生量及び処分方法について準備書に
記載すること。

イ 建設残土の処分については，水環境，動物，植物及び生態系等への影響を及ぼ
す場合が考えられることから，含有する重金属等の有害物質についても調査を行
うととともに，必要に応じて専門家等へ意見聴取し，適切に調査，予測及び評価
を行い，影響を回避又は低減すること。
また，対象事業実施区域の南側の表層地質はシラスであり，工事に伴って発生

するシラスを含む土砂の盛土に当たっては，土砂流出防止措置の検討を実施し，
その結果を準備書に具体的に記載すること。

 その他
ア 地球温暖化防止の観点から，工事の実施における温室効果ガスの排出削減につ
いて，検討すること。

イ 本事業に係る温室効果ガス排出量の削減効果等について，森林の伐採による二
酸化炭素吸収量の減少（事業終了後，森林に復元されるまでの期間を含む。）及
び建設機械の稼働による温室効果ガスの発生と太陽電池発電による排出量削減を
比較することにより明らかにすること。

ウ 事業計画，環境調査及び工事内容に関する情報については，環境影響評価に係
る図書をインターネットにおいて継続して閲覧できるようにすることを含め，地
域住民及び霧島市に対し，積極的に情報公開及び説明を行うこと。

エ 本事業については，「事業計画策定ガイドライン」（資源エネルギー庁）や「霧
島市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン」等を遵守し，防
災や周辺環境との調和等に配慮すること。また，発電設備の適切な設計・施工及
び保守点検・維持管理を行うよう留意すること。

オ 霧島市や地域住民等の意見を踏まえ，文化財に対する影響，発電設備からの熱
風等による温度・気温上昇，森林伐採による強風の影響，電磁波による通信障害
や健康への影響についても最新の知見等に基づいて追加を検討の上，その結果を
準備書に具体的に記載するとともに，歴史・文化等に関する霧島市の意見への対
応を示すこと。
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